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はじめに

この実施報告は、桑名市男女共同参画推進条例第10条の規定に基づき、桑名市が実施した施

策等の状況について報告をおこなうものです。

男女共同参画に関する施策を効果的に推進していくために、毎年度、施策の実施状況につい

て報告書を作成し、公表することによって、男女共同参画の推進状況を明らかにし、市民や事

業者の皆様と協力・連携を図りながら、桑名市における男女共同参画社会の実現に向けて取り

組んでいきます。

実施報告書の構成

　①　「桑名市男女共同参画基本計画」計画の体系

　　　　男女共同参画の推進にあたっては、基本計画に基づき、３つの推進目標のも

      とに取り組みを進めています。

　②　桑名市男女共同参画審議会による評価・提言

　　　　桑名市男女共同参画審議会による令和６年度の各施策の取り組みの成果に対

      しての評価・提言を掲載しています。

　③　「桑名市男女共同参画基本計画」実施報告

　　　　令和６年度実施計画に対して、「事業総括」として推進目標別の取り組みと

      課題を掲載しています。

　　　　また「事業一覧」として「桑名市男女共同参画基本計画・実施計画」に掲げ

      る事業について、担当課に対してヒアリング等を行った上で、令和６年度の実

　　　施状況をとりまとめ掲載しています。

　　　　桑名市男女共同参画審議会では、この実施報告をもとに評価・提言につなげ

　　　ています。

（施策の実施状況等の公表）
第10条 市は、毎年度１回、基本計画による施策の実施状況について、報告書を作成し、
公表するものとする。
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推進目標 主要課題 施策の方向

１．桑名市男女共同参画基本計画の体系

 Ⅰ みんなが力を
     発揮できる
     社会の実現
　　　【個人】

１  男女共同参画への理解の深化
①男女共同参画を知り、正しく理解する啓発の強化

②男女共同参画についての調査・研究、情報提供

２  教育・学習の充実
①学校等における男女共同参画教育の推進

②生涯を通じた学習機会の充実

３  政策・方針決定過程における
    男女共同参画の推進

①審議会・委員会等への女性の登用の推進

②男女共同参画の視点に立った人材の育成・確保

４  家庭や地域における
    男女共同参画の促進

①家庭における男女共同参画のための啓発

②地域活動への参加の促進

３  男女共同参画を阻む
    暴力の根絶

①ドメスティック・バイオレンス、各種ハラスメント等
  の防止・啓発の推進

②相談体制、被害者救済体制の充実

４  男女共同参画の視点に立つ、
    地域の課題解決への取り組み

①地域における男女共同参画の促進

②防災・復興支援対策における男女共同参画の推進

 Ⅱ 働きやすい
     社会の実現
      【職場】

１  男性中心型労働慣行の見直しと
    ワーク・ライフ・バランスの推進

①柔軟な就労形態と働き方改革の推進

②仕事と家庭・地域生活との両立支援

③男女が働きやすい職場環境の整備

２  就労の場における
    男女共同参画の促進

①男女の均等な機会と待遇の確保の推進

②方針決定過程への女性の登用推進

③職業能力の開発や再就職への支援

④家族的経営における働きの評価と、仕事と生活の
   調和の促進

⑤女性活躍推進法の周知

⑥女性の起業及びキャリア形成への支援

 Ⅲ みんなが安心
     して生活でき
     る社会の実現
      【地域社会】

２  健康づくりへの支援

①生涯にわたる健康づくりへの支援

②妊娠、出産期等（産後も含む）における女性の健康
　 への支援

１  人権が尊重され、安心して
    生活できる施策の推進

①人権に対する正しい理解の促進

②困難を抱える方への支援策の充実
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男性講座の料理教室については、男性の家事参画を促進させ、家庭における男女
共同参画の推進が図られる。ひいては女性の家事負担が軽減され、女性の活躍推
進に繋がると考えられるため、継続的に実施していただきたい。

男女共同参画情報誌は、編集委員が毎年度様々なテーマを題材に取材を行い、発
行されている。市民の男女共同参画への関心をさらに高めるため、市ホームページ
及びメールマガジンなどのこれまでの方法に加え、様々な媒体を積極的に活用し、よ
り多くの市民に情報が届くよう努めていただきたい。

職場環境の改善、柔軟な働き方の推進及び男性の育児休業取得の促進などの男女
がともに働きやすい社会の実現に向けた取組の実現度が、本計画に位置付けられる
よう検討していただきたい。

女性活躍推進事業について、各種講座やセミナーを実施し能力開発や再就職支援
に努めたことは評価できる。女性が仕事を続けられるため、育児・介護休業制度、柔
軟な勤務体系及びハラスメント防止などのライフワークの変化に合わせた働き方を支
援するための情報を提供する講座の実施についても検討していただきたい。

男性職員の育児休業取得について、制度の見直し及び取得しやすい環境づくり等
の取組により増加傾向にある点は評価できる。今後は市内事業所に対しても様々な
機会を捉えて情報の周知及び啓発に努めていただきたい。

選べる桑名子育てリフレッシュ事業について、利用方法に柔軟性を持たせるなど、利
用者の意見を反映し、さらに利用しやすいものになるよう検討していただきたい。

民生委員・児童委員は、地域住民の立場から生活上の相談に応じる地域福祉を支え
る重要な存在である。地域の実情や課題に応じた支援を行うためには、多様な視点
の確保が必要であり、登用においては、できる限り男女比の極端な偏りがないよう働
きかけを継続する必要がある。

２．桑名市男女共同参画審議会による評価・提言

評価・提言
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①　事業総括

②　事業一覧

　　３．桑名市男女共同参画基本計画 実施計画実施報告

　Ⅰ みんなが力を発揮できる社会の実現【個人】

　Ⅱ 働きやすい社会の実現【職場】

　Ⅲ みんなが安心して生活できる社会の実現【地域社会】
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①事業総括

令和６年度実施計画に対する事業の報告

Ⅰ　みんなが力を発揮できる社会の実現【個人】

　「桑名市男女共同参画基本計画　令和６年度実施計画」に基づき実施されまし
た推進目標別実施事業の取り組み及び課題の概要については、以下のとおりで
す。

　昨年度に引き続きイオンシネマ桑名にて映画上映会と、上映会当日を含めた

約１ヶ月間男女共同参画パネル展を実施しました。啓発パネルの展示や情報紙

等の配布など、様々な場面において男女共同参画への理解を深める啓発や情報

提供を行いました。市民が意見参加できる展示を設置し、年齢層ごとの意見を

集計できるよう工夫を行いました。また学校教育や生涯学習を通じて市民の男

女共同参画意識を高めるため、講座等を開催し学習機会の充実に努めました。

　男女共同参画社会の実現のためには男女がともに政策・方針決定過程に参画

し、さまざまな視点をもって課題解決をしていくことが重要です。市の審議会

等における女性登用率は令和６年度調査で３５.８％であり、５年度に比べ１．

７ポイント上昇しました。今後も定期的に調査を実施し、「附属機関等の設置

及び運営に関する指針（平成２６年４月１日施行）」に基づき、委員登用にお

いて女性の参画が進むよう働きかけます。

　男女共同参画を推進する人材を育成するための人材育成講座では、離婚と相

続について学ぶ「女性のための法律セミナー」を昨年に引き続き開催し、自立

した自分らしい生き方を選択できる人材の育成に努めました。男性の家事参画

促進を目的とした男性講座では、男性を対象とした料理講座を開催し、家庭に

おける男女共同参画の推進及び仕事と家庭の両立支援に努めました。地域コ

ミュニティ課主催の講座等の満足度は９５．０％、理解度は９０．１％と高い

水準となっています。

　　今後も、一人一人が性別などの属性に関わらず、様々な場面において個性

と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、啓発や情報提供、学習機

会の充実に努めます。

事業名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

審議会等への女性参画比率の向上 31.0％ 32.5％ 34.4％ 34.1％ 35.8％
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Ⅱ　働きやすい社会の実現【職場】

Ⅲ　みんなが安心して生活できる社会の実現【地域社会】

　事業所へ啓発資料の配布や内閣府等からの情報提供を行うなど、働き方改革や
ワーク・ライフ・バランスを促進する働きかけを行いました。仕事と家庭の両立支援のた
め、乳幼児一時預かり事業、放課後児童対策事業(学童保育)等に加え、「選べる桑名
子育てリフレッシュ事業」の対象年齢の拡大、令和６年７月より公立保育園で「おむつ
の回収とサブスクリプション導入事業」を開始し、社会全体で育児を支援する環境づく
りと働きやすさを推進しました。
　結婚や出産などで就労に影響を受けた女性に向けて、再就職・キャリアアップを支援
するために「女性の就職支援事業」や、自身の生活スタイルに合わせてマネジメントす
るフリーランスという働き方を紹介する講座を開催しました。
　地域コミュニティ課主催の事業で実施したアンケートにおいて、男女の固定的な役割
分担意識「男は仕事、女は家庭」という考え方に対して「そう思わない」と回答した人の
割合は７２．３％でした。
　今後も、事業所へ働き方改革やワーク・ライフ・バランスを促進する啓発を行うととも
に、個人に対してはライフステージに合わせた多様な働き方の提案等を行い、仕事と
家庭・地域生活との両立ができるような環境づくりに取り組みます。

　高齢者、障害のある方、子育て家庭等の困難や悩みを抱える方への支援のた

め各種相談事業を実施しました。また、メンタル関連や健康づくりに関する講

座等の開催や情報発信を行い、必要とされる支援が届くよう工夫しました。令

和６年度より、妊婦一般健康診査の内容を拡充、「不育症治療費助成事業」

「若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業」「ウィッグ等購入費助成事業」

を導入し、自分らしく安心して生活できるよう支援の拡充に努めました。

　ＤＶやセクハラ等は人権侵害行為であることを周知啓発するとともに、誰も

が安心して暮らせる環境をつくるため、女性相談・人権相談事業を実施しまし

た。相談事業の需要と重要性は依然高く、関係機関と連携を図りながら丁寧に

取り組みました。

　防災・復興支援対策には、体制づくりから女性が参画し、男女共同参画の視

点ですべての人にやさしい防災体制を築くことが重要です。子育て家庭のニー

ズに配慮した災害時の備蓄物資の整備を行うなど、様々なニーズに配慮した物

資を備蓄計画に沿って整備しました。また、令和６年度より消防団に機能別団

員を新設し、女性団員の増員に努めました。

　今後も、一人一人の人権が尊重され、心身ともに健康で、だれもが安心して

生活ができる地域社会の体制づくりに取り組みます。

そう思う

23.7%

そう思わない

72.3%

わからない

3.1%

無回答 0.8%

男女の固定的な役割分担意識

「男は仕事、女は家庭」という考え方
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②事業一覧

推進目標Ⅰ　みんなが力を発揮できる社会の実現【個人】

　主要課題１　男女共同参画への理解の深化

　　施策の方向①　男女共同参画を知り、正しく理解する啓発の強化

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

男女共同参画講演会・映画上
映会等の開催

男女共同参画推進事業として、講演
会・映画上映会等を開催する。

地域コミュニティ課

男女共同参画推進事業として、三重県内男女共
同参画連携映画祭2024「こんにちは、母さん」
上映会を実施した。
ロビーにて男女共同参画啓発パネル展を実施し
た。「男は仕事、女は家庭」という考え方をど
う思うかの参加型コーナーを設置し、３１３人
の参加があった。
　日時：令和６年６月２９日（土）
　会場：イオンシネマ桑名
　参加者数：２５４名（うち男性５９名）
　展示期間：６月４日～７月１日

男女共同参画基本計画概要版
等の配布

男女共同参画基本計画概要版・男女
共同参画啓発冊子・男女共同参画情
報紙を窓口等に設置する。また講演
会、講座開催時に配布する。

地域コミュニティ課
地域コミュニティ課が主催する映画上映会・講
座の参加者に花みずきや基本計画概要版等啓発
物品を配布した。

地域コミュニティ課
生涯学習･スポーツ課

(図書館）

小中高生のためのキャリア・ロールモデル関連
図書の紹介を行った。
　期間：７月１８日～８月３１日
　場所：中央図書館
　貸出回数：１１８回　設置図書：１００冊

女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボ
ン運動）」に関する啓発パネルの展示と関連図
書の紹介を行った。
　期間：１０月２２日～１１月２６日
　場所：中央図書館　ふるさと多度文学館
　　　　長島輪中図書館
　貸出回数：３５回　設置図書１２９冊

男女共同参画に関するパネルの展示と関連図
書・ＤＶＤの紹介を行った。
　期間：２月６日～２月２５日
　場所：中央図書館
　貸出回数：２２回　設置図書等５０冊

人権センター

新着図書やテーマ別の特集コーナーを設けて掲
示する等、多くの方にご利用いただけるようＰ
Ｒに心がけた。
　人権に関する視聴覚教材の貸出数
　　ＤＶＤ：１４本　図書：６７５冊
　　ビデオ：０本

　　施策の方向②　男女共同参画についての調査・研究、情報提供

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

「広報くわな」への人権、男
女共同参画に関する記事の掲
載

テーマを設定し、男女共同参画に関
する啓発記事を「人権シリーズ」に
掲載することにより啓発を図る。

人権センター

広報くわな９月号の人権シリーズに男女共同参
画に関する記事を掲載した。
（テーマ：データから考える男女格差）
　男女共同参画に関する記事の掲載回数
　　　　　　　　　　　　　　　：１回

視聴覚教材（ＤＶＤ、図書
等）の貸出し

男女共同参画・人権に関するＤＶ
Ｄ・図書・ビデオの貸出しを行い、
男女共同参画・人権意識の普及に努
める。
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国・県・他自治体等からの情
報収集及び情報交換

内閣府、フレンテみえ等、国・県・
他自治体等からの男女共同参画に関
する情報の収集及び県内市町との情
報交換を行う。

地域コミュニティ課

アンコンシャスバイアスワークショップをはじ
め、様々な研修・会議に出席した。国・県・他
自治体等が実施する事業に参加して内容等を学
び、今後の事業の実施につなげていく。
　研修・会議出席回数：１１回

男女共同参画情報紙の発行
男女共同参画情報紙を発行し、市
ホームページ等に掲載を行う。

地域コミュニティ課

男女共同参画情報紙「花みずき」を発行。市
ホームページへの掲載、公共施設・市内中学校
への設置、企業訪問等での配布を行った。
　発行回数：年１回（３月発行）
　内容：「～多様化する働き方～4人の女性が語
る、新たな挑戦と可能性」
　今年度開催した「時間や場所にしばられな
い！私らしく働くフリーランス講座」受講者有
志が、自分らしい働き方を実現してきた女性へ
取材した。

男女共同参画に関する情報提
供及び男女共同参画推進事業
等の周知

広報、市ホームページ、チラシ、
メールマガジン等で男女共同参画に
関する情報提供及び開催事業等の周
知を図る。

地域コミュニティ課

広報、市ホームページやＳＮＳを活用し、市が
主催する男女共同参画推進事業や、６月２３日
から２９日の男女共同参画週間等の周知を図っ
た。併せて、メールマガジンの配信を行った。
　広報･ホームページ掲載　:　　随時
　メールマガジン配信回数 :年１４回

　主要課題２　教育・学習の充実

　　施策の方向①　学校等における男女共同参画教育の推進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

教職員への研修講座の実施

各種研修講座（「学校経営特別講
座｣「児童・生徒理解講座」「人権
教育講座（全２回）」）の開催を通
じて、一人一人を大切にする意識
や、命の大切さや人権意識等の向上
を図る。

学校支援課
人権教育課

対面での研修を実施し、グループ討議等受講者
同士の意見を交流することできた。
　「学校経営特別講座｣参加者:１６６名
　「児童生徒理解講座｣参加者:３１０名
　「人権教育講座」参加者：　１４１名

中学生キャリア教育推進事業

市内中学校において、ゲストティー
チャーを招いたり、職場体験活動を
行ったり、地域の事業所へ訪問する
など、子どもたちが将来の夢を抱き
社会生活への展望を持つことをめざ
す。また「キャリアノートくわな」
の「ふりかえりシート」等を活用し
ながら、活動や自身の学びを振り返
ることで新たな学習や生活への意欲
につなげたり、将来の生き方を考え
ていく。

人権教育課

市内中学校において、各中学校の実態に応じた
キャリア教育に取り組んだ。学校において職業
体験を実施したり、ゲストティーチャーを迎え
キャリア教育講演会を実施したりするなど、自
分の進路や将来について考える機会となった。
活動や学びの振り返りから自身のこれからの生
き方を考える取組みを行い、性の多様性の視点
から、それぞれの将来の夢や職業観の育成につ
なげていく。

人権に関する作文・ポス
ター・標語の募集

人権意識の向上をめざし、市内全小
中学生を対象に作文・ポスター・標
語を募集し、児童生徒が人権につい
て考える機会を持つ。また標語につ
いては市ホームページや広報を通
じ、広く市民からも募集を行う。

人権教育課

桑名市民（小中学生含む）に対し、市ホーム
ページや広報を活用し、幅広く作品を募集し
た。市内の学校からたくさんの応募があり、性
の多様性を認め合う、個性を尊重するといった
内容の作文やポスターが多くあった。今後も自
分の思いを多くの人に届けることができる一つ
の機会として広く呼びかけていく。
　応募総数：７，４４６点
　（内訳）作文　　２，５３４点
　　　　　ポスター１，２２７点
　　　　　標語　　３，６８５点
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　　施策の方向②　生涯を通じた学習機会の充実

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

人権学習会の開催
学級・講座・サークル生を対象に年
１回人権学習会を開催する。その中
で男女共同参画についても触れる。

生涯学習・スポーツ課
(パブリックセンター)

講座・学級・サークル生に広く呼びかけ人権研
修会を実施し、多くの参加を得ることができ
た。
　日時：令和６年９月２６日
　参加者数：４２名
　講師：野呂　はるみ
　　　　（人権センター調査研究員）

　主要課題３　政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

　　施策の方向①　審議会・委員会等への女性の登用の推進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

委員会等委員選任基準の
各課への通知（委員構成、推
薦依頼の見直し等）

各課の所管する委員会等の状況調査
をする際に、委員の選任基準につい
て併せて周知する。

総務課

４月１日時点の各課の所管する審議会・委員会
等の状況調査をするとともに、委員の選任基準
について周知し、女性委員の積極的登用を呼び
かけ、女性登用率の上昇につなげる取り組みを
行った。専門色の強い分野の審議会・委員会等
においては構成員に女性が少ないなどの原因に
より、女性登用率の上昇につなげることができ
ない審議会・委員会等があった。

審議会等への女性登用の
働きかけ

登用目標の設定や「桑名市附属機関
等の設置及び運営に関する指針」に
基づき具体的な取り組みが行われる
よう働きかけるとともに、定期的に
調査を行うなど、現状把握を行う。

地域コミュニティ課

市審議会等の女性登用率は、３５．８％（５年
度３４．１％）であり登用率は上昇となった。
女性が参画していない審議会等の件数は９件
（５年度９件）だった。今後も関係各課へ聞き
取り等を行い、審議会等への女性登用を働きか
ける。

審議会等への女性参画比率の
向上

個々の審議会、各種委員会等の委員
登用について、男女がともに参画で
きるよう、登用目標に向けそれぞれ
に働きかけを行う。

関係各課

政策方針決定過程における男女共同参画を図る
ため、市における審議会等の女性登用に努め
た。
　令和６年度女性登用率：３５．８％

　　施策の方向②　男女共同参画の視点に立った人材の育成・確保

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

人材育成講座等の開催
男女共同参画を推進する人材を育
て、確保していくため人材育成講座
等を開催する。

地域コミュニティ課

人材育成講座「ケーススタディから学ぶ！女性
のための法律セミナー」を開催した。女性から
の相談が多く近年法改正も相次ぐ「離婚」と
「相続」について、弁護士から女性が必要な法
律について学び、自分らしい選択をして活躍で
きる人材の育成を行った。
　日時：令和７年１月２５日（日）
　受講者数：１６名
　講師：服部祥子
　（弁護士法人　草野法律事務所　弁護士)

三重大学にて、桑名市の男女共同参画推進につ
いてオンライン講義を７月２９日に実施した。
若い世代に向けて啓発をすることができ、多数
の意見や感想をもらうことができた。
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　主要課題４　家庭や地域における男女共同参画の促進

　　施策の方向①　家庭における男女共同参画のための啓発

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

男性講座の開催
男性の家事・育児等の参画促進につ
なげるための講座を開催する。

地域コミュニティ課

男性講座「料理初心者でもできる！男のための
健康ごはんレッスン」を開催した。男性の家事
参画を促進することで、家庭における男女共同
参画の推進及び仕事と家庭の両立の支援を行っ
た。
　日時：令和７年２月１５日（日）
　受講者数：男性１６名
　講師：小林　真理（RIZAP株式会社　管理栄養
士）

ファミリータイムの開催
未就園児のパパや祖父母も含み、遊
びの場、交流の場として、支援セン
ター２ヵ所で月１回開催する。

子ども未来課

支援センター２か所にて、父親が利用やすい土
曜日に月１回開催した。わらべうた遊び・ふれ
あい遊びの紹介、絵本の読み聞かせ、工作等を
行った。近年は育児休暇を取得する父親も増え
てきたものの、まだまだ母親の家事育児負担の
割合は多いので、ファミリータイムで年齢に応
じた遊びを提供し、父親の育児参加への意識向
上を図った。
　開催回数：　２４回
　参加者数：子ども３０２名
　　　　　　大人　２６５名(内パパ７６名)

　　施策の方向②　地域活動への参加の促進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

自治会等地域活動への男女共
同参画の推進

地域活動の情報提供を行うととも
に、自治会、各種団体等に対して男
女共同参画・人権の啓発と情報提供
を行う。

地域コミュニティ課
関連するチラシなどをパンフレットラック等に
配置し情報提供に努めた。今後も情報提供に努
め、地域活動への参加意識を高めていきたい。
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推進目標Ⅱ　働きやすい社会の実現【職場】

　主要課題１ 男性中心型労働慣行の見直しとワーク･ライフ･バランスの推進

　　施策の方向①　柔軟な就労形態と働き方改革の推進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

国・県・他自治体からの
情報収集及び職員への啓発

国・県・他自治体からの情報収集及
び職員への啓発を行う。

人事課
国・県・他自治体からの情報収集に努めた。ま
た時差出勤勤務制度、テレワーク制度など職員
に向け啓発・利用促進を行った。

ノー残業デーの促進

毎週水曜日、金曜日をノー残業デー
と設定し、毎週水曜日の17時45分に
はノー残業デーであることの周知と
退庁を促すアナウンス（音声）を流
すことで、職員の定時退勤の意識づ
けを行う。

人事課

毎週水曜日、金曜日をノー残業デーと設定し、
毎週水曜日の17時45分にはノー残業デーである
ことの周知と退庁を促すアナウンス（音声）を
流すことで、職員の定時退勤の意識づけを行っ
た。

　　施策の方向②　仕事と家庭・地域生活との両立支援

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

乳幼児一時預かり事業

一時預かり事業
　未就園児の保護者の緊急時や
　リフレッシュ等で、児童の保
　育を必要とする際の保育を実
　施する。
時間延長型保育・休日保育サービス
事業
　保護者の就労支援のため、通
　常の保育時間を超えて就労時
　間等にあわせて保育を実施す
　る。
病児保育事業
　急に子どもが病気の際、仕事
　を休めない保護者に代わって
　子どもを預かる乳幼児健康支
　援一時預かり事業を行う。

子ども未来課
幼保支援課

一時預かり事業は公立施設では６か所で実施。
そのうち２か所は「余裕活用型一時預かり」を
行っている。また、うち１か所は商業施設内に
ある子育て支援センターにおいて行っている。
その他、延長保育や休日保育など、保護者の就
労形態に対応できるよう様々な保育サービスを
提供している。また病児保育は２か所で実施し
ており、近隣市町からの受け入れも行ってい
る。
　利用者数
　　一時預かり：１，９３７名
　　延長型保育：２，７８９名
　　休日保育：　　　２２４名
　　病児保育：　　　５２８名

ファミリーサポート事業

保育施設への送迎、保育終了後、学
童終了後等の預かり、他の預かりや
病児、緊急対応の預かり等の援助活
動を行う。育児サポーター養成講座
の開催や援助会員の交流会等も実施
する。

子ども未来課

ニーズはあるが依頼会員、援助会員共に減少傾
向にある。援助会員の増加につながるよう、事
業のわかりやすく丁寧な紹介や、養成講座受講
者、援助会員のサポートに取り組んだ。
　依頼会員：　　５２７名
　援助会員：　　　７２名
　両方会員：　　　１４名
　活動件数：２, ４２４件

放課後児童対策事業
（学童保育）

共働き家庭等の児童が放課後安心で
きる生活の場として、学童保育所の
需要は増加傾向である。既存の設置
場所では受け入れが困難になりつつ
ある学童保育所について、必要に応
じて施設の増設や公共施設への移転
整備を行う。

子ども未来課

１か所を増設した。施設のタイムシェアも行
い、受入児童数を拡大した。年々需要が高まっ
ているため、引き続き施設の受入体制の強化や
移転等を検討し整備を行う。
　新設：　１か所
　移転：　０か所
　累計：３９か所

選べる桑名子育てリフレッ
シュ事業

市内の民間事業者と協力し「食と心
の癒しと身体の健康」をテーマとし
た自分時間を満喫できるリフレッ
シュプランを提供し、子育ての負担
感を軽減する。
0～2歳の子ども1人につき、リフ
レッシュプランに使えるデジタルチ
ケットを11,000円分、一時預かりに
使えるデジタルチケットを3,000円
分支給する。

子ども未来課

令和６年度より対象を０歳～２歳の子どもの保
護者に拡大した。１、２歳は誕生日月、０歳は
出生から約２か月後にデジタルチケットを郵送
している。
　対象者数：２，４９９名
　リフレッシュチケット利用件数：１，４４０
回
　一時預かりチケット利用件数：８４３回
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おむつの回収とサブスクリプ
ション導入事業

一部の私立保育園等と公立保育所で
保護者持ち帰りとなっている使用済
み紙おむつの回収と、紙おむつのサ
ブスクリプション（定額制）の導入
を行うことにより、保護者の利便性
向上と保育士の負担軽減を図る。

幼保支援課

令和６年７月から公立保育所で使用済み紙おむ
つの回収を実施、９月から公立保育所で紙おむ
つのサブスクリプションサービスを導入した。
　おむつのサブスクリプションを利用した０～
１歳児の保護者の割合：９０％

地域コミュニティ課
桑名市男女共同参画推進事業及び各種制度の案
内とともに、企業訪問を行った。
　訪問企業数：１０社

商工課

１０～５０人規模の事業所を対象に実施した企
業訪問時に、ＣＳＲ(企業の社会的責任)の冊子
等を配布した。また市ホームページにより周
知・啓発を行った。
　訪問企業数：１００社

職員への育児・介護休業
制度の周知

子育て支援、介護支援の観点から職
員へ市役所における育児休業、介護
休暇制度の周知に努める。

人事課

出産・育児・介護に関する休暇制度について、
職員に向け広く周知している。対象者・相談者
にはより詳細に制度について説明を行った。
また、職員の仕事と家庭の両立支援のために、
令和６年１月より子どもの看護休暇の対象年齢
を拡大し、孫も対象とする「孫の看護休暇」を
新設した。
　男性新規育休取得人数：１０名
　男性新規育休取得対象人数：２３名
　男性育休取得率：４３．５％
　育児参加休暇：５６．５％
　孫の看護休暇取得者数：１３名

地域コミュニティ課
桑名市男女共同参画推進事業及び各種制度の案
内とともに、企業訪問を行った。
　訪問企業数：１０社

商工課

１０～５０人規模の事業所を対象に実施した企
業訪問時に、ＣＳＲ(企業の社会的責任)の冊子
等を配布した。また市ホームページにより周
知・啓発を行った。
　訪問企業数：１００社

　　施策の方向③　男女が働きやすい職場環境の整備

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

事業所への男女共同参画に関
する情報提供

市内事業所を訪問し、事業者が男女
共同参画に取り組んでもらえるよ
う、取り組み事例の紹介など、理解
の促進を図る。

地域コミュニティ課
桑名市男女共同参画推進事業及び各種制度の案
内とともに、企業訪問を行った。
　訪問企業数：１０社

職員への旧姓使用制度の周知
働きやすい職場環境整備の観点か
ら、市役所における旧姓使用制度の
周知に努める。

人事課

旧姓使用制度について、職員に向け広く周知し
ている。職員の婚姻等による届け出の際に、旧
姓使用制度について周知を行った。
　旧姓使用者：男性　０名
　　　　　　　女性　１７名

　

育児・介護休業制度の
周知、活用促進

市内事業所を訪問し、育児・介護休
業制度等の啓発パンフレット等を配
布する。また市ホームページにより
周知・啓発を行う。

事業所への啓発パンフレット
等の配布

市内事業所を訪問し、ワーク・ライ
フ・バランス等の啓発パンフレット
等を配布する。また市ホームページ
において就業者・事業者への制度や
関係法令等の周知・啓発を行う。

12



　主要課題２　就労の場における男女共同参画の促進

　　施策の方向①　男女の均等な機会と待遇の確保の促進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

地域コミュニティ課
桑名市男女共同参画推進事業及び各種制度の案
内とともに、企業訪問を行った。
　訪問企業数：１０社

商工課

１０～５０人規模の事業所を対象に実施した企
業訪問時に、ＣＳＲ(企業の社会的責任)の冊子
等を配布した。
　訪問企業数：１００社

各種研修機関への職員派遣
性別に関わらず幹部候補育成研修
等、各種研修機関へ職員を派遣す
る。

人事課

職員の研修参加について性別に関係なく募集を
行い、積極的に自己啓発に努めるよう働きかけ
た。今後も幅広く参加の呼びかけを行う。
　派遣人数：　　１９６名
　女性派遣人数：　６９名

人材確保支援事業

市内企業の人材確保を後押しする桑
名商工会議所の事業を支援する。
39歳以下の市民を新たに雇用した市
内事業所に対して、一人あたり10万
円の補助金を交付する。

商工課

市内企業の人材確保を後押しする桑名商工会議
所の事業を支援するため、39歳以下の市民を新
たに雇用した市内事業所に対して、一人あたり
10万円の補助金を交付した。
　交付実績：２５事業者２７名

　　施策の方向②　方針決定過程への女性の登用推進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

市の管理職への女性登用
促進

様々な視点からの意思を反映させる
ために施策の企画・立案決定過程へ
の女性職員の登用に努める。

人事課

性別に関わらず様々な立場の意思が反映できる
ような人材登用を継続して行った。
　市の女性管理職登用率：２４．０％
　　　　（昨年度登用率：２３．４％）

　　施策の方向③　職業能力の開発や再就職への支援

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

地域コミュニティ課

「女性の就職支援事業」を(公財)三重県産業支
援センター・三重県と共催で開催した。eラーニ
ングによるキャリアデザインやパソコンスキル
等講座、再チャレ応援セミナー、話し方・伝え
方セミナー、企業との交流会を実施し、能力開
発、再就職支援に努めた。
　期間：６月２４日～１２月２７日
　受講者：延べ５３人
女性活躍推進事業「時間や場所にしばられな
い！私らしく働くフリーランス講座」を開催
し、自分の強みを活かして社会で活躍できる人
材の育成を行った。
　９月８日基礎講座：２４人
　１０月２０日発展講座Ⅰ：２１人
　１１月１０日発展講座Ⅱ：１６人
講師：WritingShip（ライター・クリエイター
チーム）

商工課
企業誘致課

窓口等に啓発チラシ、ハローワークの求人情報
を設置した。今後も情報提供に努める。

再就職等に関する情報提供

窓口等に再就職等に関するパンフ
レット等を設置する。関係機関と連
携し、女性の多様な働き方の提案や
企業の求人等の再就職に役立つ情報
を提供する。

雇用機会均等法、労働基準法
等の周知

市内事業所を訪問し、雇用機会均等
法、労働関係法等の啓発パンフレッ
ト等を配布する。また窓口に設置す
る。
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　　施策の方向④　家庭的経営における働きの評価と、仕事と生活の調和の促進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

家族経営協定の締結、農業年
金への加入促進

女性農業者の就労条件等の向上を図
るため、家族経営協定の締結と、農
業者年金への加入を呼びかける。

農林水産課

窓口にパンフレットを設置するとともに、研修
会・総会時に資料を配布した。
　家族経営協定新規締結：１件
　年金新規加入：　　　　０名

家内労働法等の周知
窓口等に家内労働等の啓発チラシ等
を設置する。

商工課
企業誘致課

窓口等に啓発チラシを設置した。今後も情報提
供に努める。

　　施策の方向⑤　女性活躍推進法の周知

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

地域コミュニティ課

桑名市男女共同参画推進事業及び各種制度の案
内とともに、企業訪問を行った。
　訪問企業数：１０社

商工課

１０～５０人規模の事業所を対象に実施した企
業訪問時に、ＣＳＲ(企業の社会的責任)の冊子
等を配布した。
　訪問企業数：１００社

　　施策の方向⑥　女性の起業及びキャリア形成への支援

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

女性活躍推進事業
企業や様々な団体との連携も含め、
女性活躍推進の取り組みを行う。

地域コミュニティ課

「女性の就職支援事業」を(公財)三重県産業支
援センター・三重県と共催で開催した。eラーニ
ングによるキャリアデザインやパソコンスキル
等講座、再チャレ応援セミナー、話し方・伝え
方セミナー、企業との交流会を実施し、能力開
発、再就職支援に努めた。
　期間：６月２４日～１２月２７日
　受講者：延べ５３人
女性活躍推進事業「時間や場所にしばられな
い！私らしく働くフリーランス講座」を開催
し、自分の強みを活かして社会で活躍できる人
材の育成を行った。
　９月８日基礎講座：２４人
　１０月２０日発展講座Ⅰ：２１人
　１１月１０日発展講座Ⅱ：１６人
講師：WritingShip（ライター・クリエイター
チーム）

女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律
の周知

市内事業所を訪問し、女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律
の周知を行う。
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推進目標Ⅲ　みんなが安心して生活できる社会の実現【地域社会】

　主要課題１　人権が尊重され、安心して生活できる施策の推進

　　施策の方向①　人権に対する正しい理解の促進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

人権フェスタの開催（人権を
考える意見発表会含む）

すべての人の人権が尊重される豊か
な社会の実現をめざして人権フェス
タを開催し、人権問題に関する講演
会や様々な啓発活動を実施する。

人権センター
人権教育課

「人権フェスタinくわな」「人権に関する意見
発表会」等を開催した。講演会では、子どもの
人権をテーマに講演いただいた。意見発表会で
は、人権尊重や差別解消に向けて、様々な視点
からの意見発表が行われ、問題提起がなされ
た。
　日時：令和６年１２月７日（土）
　会場：柿安シティホール
　人権講演会
　　講師:副島　淳（俳優・タレント）
　　テーマ：ちがいを楽しむ
　　「一人ひとりは違っていい。今がもし辛く
ても、幸せはきっと待っていてくれる。」
　　　　　（来場者数：５８１名）
　人権を考える意見発表会
　　　　　（来場者数：１７６名）
　総参加者数：７５７名

啓発冊子「なかま」の作成及
びイベント等での配布

小中学生や市民の応募による、人権
に関する作文・ポスター・標語を集
録した冊子「なかま」を作成し、市
内各小中学校及び公共施設の窓口や
イベント等で配布し、人権について
広く市民に啓発する。

人権教育課

「人権を考える意見発表会」参加者への配布、
幼稚園小中学校及び公共施設等ヘ設置を行っ
た。多くの人に読んでもらえるような配布方
法、活用方法を工夫しながら、今後もさらなる
人権啓発に取り組んでいく。
　配布数：３００冊
　 (内訳)人権を考える意見発表会１７６冊
　　　　　       幼稚園小中学校　８１冊
　　　　　             公共施設　１６冊
　　　　       　街頭・窓口啓発　２７冊

　　施策の方向②　困難を抱える方への支援策の充実

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

手話通訳等設置、派遣事業

聴覚障害者等を対象に、日常生活や
社会生活の場でコミュニケーション
が円滑に行なわれるよう手話通訳
者・要約筆記者を派遣するととも
に、手話通訳員を窓口に設置する。

障害福祉課

聴覚障害者等とのコミュニケーションの円滑化
のため、派遣依頼に基づき手話通訳奉仕員、要
約筆記奉仕員の派遣を行っている。市役所内外
において各種手続きや相談などに寄与してい
る。
　手話窓口対応件数：　　　１８０件
　手話通訳者派遣人数：延べ４８８名
　要約筆記者派遣人数：延べ　８７名

地域包括支援相談事業

地域包括支援相談員が、ニーズ調査
の「閉じこもりリスクのある高齢
者」該当者や、ひとり暮らし高齢
者、高齢者世帯等を訪問し、生活や
介護等による悩み相談を聞き、必要
に応じて福祉・介護サービスが受け
られるよう関係機関と連絡調整を行
う。

介護高齢課

地域包括支援相談員が、ニーズ調査の「閉じこ
もりリスクのある高齢者」該当者や、ひとり暮
らし高齢者、高齢者世帯等を訪問し、生活や介
護等による悩み相談を聞き、必要に応じて福
祉・介護サービスが受けられるよう関係機関と
連絡調整を行った。
　延べ訪問件数：１，５９０件

障害者相談事業

障害者のあらゆる相談に応じ、アド
バイスを行う。
①障害者総合相談支援センター
　そういん（委託）
②障害者総合相談支援センター
　くわな（委託）
③桑名市社協障害者相談支援セ
　ンター（委託）
④精神障害者家族相談（委託）

障害福祉課

各機関において、障害者の生活全般等に関する
相談を行った。また精神障害者及びその家族の
相談を行った。相談件数は増加傾向である。
　相談件数
　①：１０，９００件　②：２３０件
　③：６３０件　④：２４０件
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出産・子育て応援交付金事業
妊娠期から出産・子育て中の人を対
象に、①伴走型相談支援、②出産・
子育て応援給付金を交付する。

子ども総合センター

すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子
育てが出来るよう、出産・子育て応援交付金事
業を開始した。妊娠届出時、妊娠８カ月時、出
生届出時などに、面談の機会を設けると共に、
妊娠届出時、出生届出時に、それぞれ５万円ず
つ給付金を支給する。
　①延べ１，６７９件　②延べ１，５７３件

育児相談事業
妊産婦や乳幼児の保護者に対して保
健師・管理栄養士による育児相談・
離乳食相談等を実施する。

子ども総合センター

広報や子育て情報のメールマガジンなどで育児
相談事業の案内を実施して、定期的に開催し
た。相談は待ち時間短縮のため予約制とした。
　開催回数：　　　２４回
　相談件数：　　２８２件

子ども総合相談事業

子どもの総合相談（発達検査を伴う
もの）や１８歳までの子どもに関す
るあらゆる相談に対応する。また障
害児福祉サービスの相談にも対応す
る。
　電話相談、面接相談（随時）

子ども総合センター

昨年度拡大した発達検査枠を維持し、検査まで
の待ち時間の短縮に努めた。
昨年度から障害児福祉サービス相談の一部が社
会福祉協議会に移管されているが、市での相談
件数は依然多い状況である。
　子どもの発達相談件数：　２，０９６件
　障害児福祉サービス相談件数：６６６件

教育相談

市内の幼児・児童・生徒及び保護者
の教育上の悩みについて積極的に相
談に応じる。
　臨床心理士・特別支援教育士・
　認定臨床心理療法士による
　面接相談

学校支援課

教育相談・発達相談とも需要は高く予約枠がす
ぐに埋まるため、相談までのスケジュール管理
に注意し実施している。
　相談件数：３３５件
　（内訳）
　　臨床心理士による面談相談
                      ：　８５件
　　特別支援教育士による面談相談
　                    ：　８５件
　　認定臨床心理療法士による面談相談
                      ：１６５件

健康相談事業

地域活動の中で、保健師、管理栄養
士、歯科衛生士、理学療法士等が健
康相談や栄養相談等の専門相談を実
施する。

保健医療課

市内各所で事業実施の際、希望者に対して健康
相談を実施した。見込みより相談数が増加した
が、例年通り実施できた。
　相談数：４２０名
　　　　（女性２３０名　男性１９０名）

くわな健康・医療相談ダイヤ
ル２４

健康・医療・介護・育児・医療機関
情報についての２４時間年中無休の
電話相談サービスを行う。

保健医療課

電話相談サービスの委託契約を行い、市民に対
しての２４時間の相談体制を確保し、サービス
を提供した。
　相談件数：４，６１０件

ＡＩチャットボットによる子
育て応援事業

AIチャットボットを市HP等に設置す
ることで、育児や仕事で忙しく日中
に問合せできない子育て世代に向け
て、24時間365日、子育ての情報を
速やかに検索、取得できるようにす
る。

子ども未来課

市HP、公式LINE、QRコードからAIチャットボッ
トにアクセスできるようにし、英語、ポルトガ
ル語、ベトナム語の３言語にも対応した。
　AIチャットボットアクセス数：２，７２７回

若年がん患者在宅ターミナル
ケア支援事業

若年のがん患者の方が、住み慣れた
自宅で最期まで自分らしく安心して
日常生活を送ることができるよう、
在宅サービスの利用や福祉用具の購
入等にかかる費用の一部を助成す
る。

保健医療課
申請者に対して、在宅サービスの利用や福祉用
具の購入等にかかる費用の一部を助成した。
　助成実績：１名
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　主要課題２　健康づくりへの支援

　　施策の方向①　生涯にわたる健康づくりへの支援

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

健康に関する各種教室の
開催

市民の健康づくりのための各種教室
を開催する。

保健医療課

昨今の情勢に合わせてテーマを設定し、例年通
り実施した。
　　各地での講話等：２６８回
　　参加者数：５，６１３名
　　（女性４，０５６名　男性１，５５７名）

「広報くわな」等への健康づ
くりに関する記事の掲載

健康づくりに関することや教室に関
する記事を「広報くわな」や市ホー
ムページへ掲載、メールマガジンを
活用することにより、啓発及び情報
提供を図る。

保健医療課

広報に加えて市ホームページやメールマガジン
等での周知に努めた。
　掲載内容：健(検)診、予防接種等
　掲載回数：１１回

女性の検診事業の充実
女性の健康づくりのため、乳がん検
診・子宮がん検診等を実施する。

保健医療課

40歳以上の女性に乳がん検診、20歳以上の女性
に子宮がん検診を実施した。今後もがん検診の
周知啓発や受診しやすい体制整備が必要であ
る。
　乳がん検診受診者数　：２，２８５名
　子宮がん検診受診者数：７，４６５名

ウイッグ等購入費助成事業

がん患者の治療と社会参加の両立を
支援し、療養生活の質の向上を図る
ため、医療用ウィッグ等の購入にか
かる費用の一部を助成する。

保健医療課
申請者に対して、医療用ウィッグ等の購入にか
かる費用の一部を助成した。
　助成実績：７９名

女性のウェルビーイング推進
事業

今まで見過ごされてきた女性特有の
悩みに向き合いこころとカラダを大
切にし、自分らしく輝き、幸せを実
感できる取組みを推進するためのラ
ボ設置に向けた準備を行う。

ＳＤＧｓ推進課

女性特有の悩みに寄り添う施策を検討するた
め、市内の事業者等を中心としたメンバーによ
る「こころ・カラダラボ」を設置に向けた取り
組みを行った。
令和６年度は、ラボ設置に向けた準備会の開催
と、ラボのベースとなる考え方の情報発信を
行った。

　　施策の方向②　妊娠、出産期等（産後も含む）における女性の健康への支援

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

妊婦一般健康診査の充実

安心・安全に妊娠期を過ごし出産が
できるよう妊婦一般健康診査（１４
回助成）、妊婦歯科健康診査（１回
助成）、産婦健診（２回助成）を実
施する。

子ども総合センター

母子健康手帳交付時に助成券を交付し、受診勧
奨を実施した。
　母子健康手帳交付数：　　８４３件
　妊婦健康診査：延べ　９，６９１件
　妊婦歯科健康診査：　　　２０９件
　産婦健康診査：延べ　１，２０１件

不妊治療費助成事業

不妊治療を行っている世帯の経済的な負
担の軽減を図ることによって、出生数の
増加につなげる。
　①桑名市特定不妊治療費助成（回数追
加）事業
　②桑名市特定不妊治療費助成（先進医
療）事業

子ども未来課

不妊治療を受けている世帯の経済的な負担の軽
減を図るために、費用の一部を助成した。

　申請件数：９４件
　（内訳）①申請件数：７２件
　　　　　②申請件数：２２件

不育症治療費助成事業

不育症治療を行っている世帯の経済的な
負担の軽減を図ることによって、出生数
の増加につなげる。

子ども未来課

不育症治療を受けている世帯の経済的な負担の
軽減を図るために、費用の一部を助成した。

　申請件数：３件
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　主要課題３　男女共同参画を阻む暴力の根絶

　　施策の方向①　ドメスティック・バイオレンス、各種ハラスメント等の防止・啓発の推進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

地域コミュニティ課

フレンテみえ相談事業案内をはじめ様々な事業
案内チラシを配布した。今後も設置、掲示場所
等を工夫し啓発を行う。
　配布部数：５４部
　　内訳：女性法律相談者５４名

人権センター

企画展示室においてパネル展示を実施した。
　テーマ：「男女共同参画ってなに？」

人権を確かめ合う日や人権週間に幅広く人権に
関する街頭啓発を実施した。

商工課

１０～５０人規模の事業所を対象に実施した企
業訪問時に、ＣＳＲ(企業の社会的責任)の冊子
等を配布した。
　訪問企業数：１００社

子ども総合センター

子ども総合センターリーフレットにＤＶ相談を
掲載。
ポスターの掲示、リーフレットや「女性に対す
る暴力をなくす運動」のポケットティッシュの
窓口設置や街頭配付による啓発を行った。

「女性に対する暴力をなくす
運動」の広報啓発

内閣府の「女性に対する暴力をなく
す運動(パープルリボン運動)」(１
１/１２～１１/２５)のポスター等
の掲示・配布及び市ホームページへ
の掲載を実施する。
パープルリボン運動の周知・啓発の
ため、市内の図書館において関連図
書特集等を行う。

地域コミュニティ課
生涯学習･スポーツ課

(図書館）

１０月２２日から１１月２６日まで中央図書
館・ふるさと多度文学館・長島輪中図書館に
て、フレンテみえが開催する「女性に対する暴
力をなくす運動（パープルリボン運動）」と連
携し、パープルリボン運動の啓発パネルの展
示・チラシの配付等と関連図書の紹介を行っ
た。

　　施策の方向②　相談体制、被害者救済体制の充実

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

女性相談事業

ポスター掲示・パンフレット配布等
で相談窓口の周知を図る。ＤＶ、離
婚等の相談に随時対応し、関係機関
と連携を図る。

子ども総合センター

女性相談員が随時相談に対応した。必要に応じ
て関係機関と連携して支援を行った。
　相談件数：１，２１６件(新規７９件)
　　　　　　　　　　(ＤＶ関係４１５件)

女性弁護士による女性法律相
談

女性弁護士による女性法律相談を実
施する。（年１２回開催）

地域コミュニティ課

女性法律相談を毎月（年１２回：定員５名)
開催した。支援が必要な人に情報が届くよう
に、関係所管と連携し事業を進めていく。
　相談者数：５４名
　申込者数：１０４名

人権相談事業

人権センター職員が実施する随時相
談及び人権擁護委員による特設人権
相談において、ＤＶやセクハラ等の
相談についても対応する。

人権センター

人権擁護委員による特設人権相談を桑名・長
島・多度で毎月１回計３６回実施した。
市職員による人権相談は随時実施した。
　相談件数：７０件

桑名市要保護児童及びＤＶ対
策地域協議会

相談・支援体制を充実すべく実務者
会議を開催し、情報を共有するとと
もに、関係機関との連携を強化し、
施策の展開を図る。

子ども総合センター

関係機関による代表者会議、実務者会議を各２
回開催し児童虐待の情報共有を行った。また
ケース進行管理会議、市支援ケース検討会議を
それぞれ年４回開催した。
　会議・協議会開催回数：計１２回

ＤＶ、ストーカー被害者への
支援措置

ＤＶ及びストーカー被害者保護のた
め、警察等と連携し、関係法律に基
づいて必要な支援措置を行う。

戸籍・住民登録課

支援措置が必要とされた場合には早期対応を行
い、福祉事務所、関係市町村等、関係機関と連
絡をとりながら被害者保護のための措置を行っ
ている。

啓発資料の配布及びポスター
の掲示

ＤＶ防止法、セクハラ防止等の啓発
チラシ等の配布及びポスターの掲示
を行う。女性法律相談時、イベント
開催時、企業訪問時及び窓口等で、
啓発チラシや相談窓口一覧等の資料
を配布する。
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養育費に関する公正証書等作
成費の補助

養育費の安定的な確保を図るため、
養育費に関する公正証書の作成等に
かかる費用を補助する。

子ども総合センター

市内在住のひとり親家庭の方に養育費に関する
公正証書等作成に要する経費に対して補助金
（上限３万円）を交付した。
　補助件数：６件

　主要課題４　男女共同参画の視点に立つ、地域の課題解決への取り組み

　　施策の方向①　地域における男女共同参画の促進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

性別に関わらず地域活動等へ
の参画を促す啓発

新しい地域コミュニティ組織の形成
に当たり、性別に関わらず参画して
もらえるよう、具体的な設立手順や
活動方法の一例を示す設立ハンド
ブック等で啓発を行う。

地域コミュニティ課

地域における話し合いの中で、女性への積極的
な声かけ等を明記した『新しい地域コミュニ
ティ組織「まちづくり協議会」設立ハンドブッ
ク』を配布し、地域で活用いただいている。今
後も積極的に情報提供に努め、地域活動への参
加意識を高めていきたい。

民生委員・児童委員への男女
のバランスのとれた登用推進

民生委員・児童委員を男女のバラン
スがとれた委員構成にし、男女双方
の意見が反映できるように登用を働
きかける。

福祉総務課

女性の委員数の割合が高くなっている。性別に
関わらず多様な人材が登用されるよう働きかけ
を行っていく。
　民生委員・児童委員数：２４２名
　　　（女性１６０名　男性８２名）

保護司会団体への積極的な女
性登用推進

保護司会団体へ女性を積極的に登用
するよう働きかける。

福祉総務課

女性保護司を増やすことができたが、依然少な
いため、今後も積極的に女性保護司の登用を促
進していく。
　保護司：４０名（うち女性１１名）

　　施策の方向②　防災・復興支援対策における男女共同参画の推進

事業名 事業内容 担当課 令和６年度実施事業概要

あらゆるニーズに配慮した備
蓄物資の整備

様々な立場で異なるニーズや子育て
家庭等のニーズに配慮した備蓄物資
を整備する。

防災・危機管理課

災害時の断水等を想定し、液体ミルク、使い捨
て哺乳瓶を備蓄している。液体ミルクの賞味期
限が短いことから、毎年購入し管理を徹底して
いる。様々なニーズに配慮した備蓄物資を計画
に沿って整備している。

女性消防団員の育成事業

女性消防団員を確保するため、各種
媒体を活用し、女性団員の募集を行
うとともに、教育訓練（応急手当の
知識習得等）を実施し、女性消防団
員の育成を図る。

消防本部

広報・市ホームページ・SNSを利用して、女性消
防団員の募集を実施している。今後もＰＲ方
法・内容を工夫し団員確保に努める。
令和６年度に組織再編を行い、機能別団員を新
設したことにより、女性の学生団員が入団し
た。
　女性消防団員数：１７名（新規８名）
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